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16 特措法第８条第２項第２号ロ（住民に対する予防接種の実施）に対応する記載事項。住民への予防接種の実施

の方法（実施場所・協力医療機関等）を記載する。 
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17 予防接種法第６条第３項 
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18 特措法第８条第２項第２号ハ（生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置）に対応

する記載事項 
19 ワクチン接種資器材等の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照。 
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。 

 
20 特措法第８条第２項第２号ハ（生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置）に対応

する記載事項 
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21 ワクチン接種資器材等や感染症対策物資等の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照。 
22 要配慮者への対応については、政府行動計画ガイドライン「保健に関するガイドライン」P21-23「（参考）

要配慮者への対応」をご参照ください。 
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23 特措法第 45 条第２項 
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資 料 

 

Ⅰ 用語解説（あいうえお順） 

 

 

インフルエンザとは 

①インフルエンザ 

インフルエンザウイルスを病原体とする人の感染症で、主に発熱、咳、全身倦怠感・筋肉痛

などの症状を引き起こす。これらの症状は非特異的なものであり、他の呼吸器感染症等と見

分けることが難しい。また、軽症の場合もあれば、重症化して肺炎、脳症炎等を引き起こす

場合もあり、その臨床像は多様である。 

インフルエンザウイルスに感染してから症状が出るまでの期間（潜伏期間）は、季節性のイン

フルエンザであれば１～５日である。インフルエンザウイルスに感染しても症状を引き起こさ

ず、発症しないこともある（不顕性感染）。 

インフルエンザウイルスの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であり、潜伏期間中や不

顕性感染で、感染した人に症状がなくても、他の人への感染が起こる可能性はある。 

 

②インフルエンザウイルス 

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類される。人での 

パンデミックを引き起こすのはＡ型のみである。A 型はさらに、ウイルスの表面にある赤血球

凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）という、２つの糖蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類

される。（いわゆる A/Ｈ１Ｎ１、A/Ｈ３Ｎ２というのは、これらの亜型を指している。） 

 

③季節性インフルエンザ  

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎年国内で冬季を中心に流行を

引き起こすＡ型又はＡ型のような毎年の抗原変異が起こらないＢ型により引き起こされる呼

吸器症状を主とした感染症。  

 

④鳥インフルエンザ 

一般に、鳥インフルエンザは鳥の感染症であるが、稀に、鳥インフルエンザのウイルスが人

に感染し、人の感染症を引き起こすことがある。元来、鳥の感染症である鳥インフルエンザ

のウイルスが種差を超えて、鳥から人へ感染するのは、感染した鳥又はその死骸やそれら

の内臓、排泄物等に濃厚に接触した場合に限られるとされている。また、人から人への感染

は極めて稀であり、患者と長期間にわたって感染予防策をとらずに濃厚に接触した家族内

での感染が報告されている。 

鳥インフルエンザのウイルスのうち H5N1 亜型のウイルスを病原体とする人の感染症を「鳥

インフルエンザ（H5N1）」といい、近年東南アジアを中心にアジア、中東、アフリカで症例が

報告されている。 
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⑤新型インフルエンザ 

感染症法第６条第７項において、新たに人から人に感染する能力を有することとなったイン

フルエンザウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。毎年流行を繰り返す季節性のイン

フルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫

を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を

引き起こし、世界的大流行（パンデミック）となるおそれがある。 

当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える

おそれがあると認められるものをいうとされている。 

 

家きん 

鶏、あひる、うずら等、家畜として飼養されている鳥。なお、家畜伝染病予防法における高病

原性鳥インフルエンザの対象家畜として、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及

び七面鳥が指定されている。 

 

感染症危機  

国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国

的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影

響が及ぶ事態。  

 

業務継続計画（BCP） 

業務継続計画（Business Continuity Plan, BCP）は、災害による影響度を認識し、発生時 

の業務継続を確実にするため、必要な対応策を策定したもの。新型インフルエンザ等発生

時の行政機能や社会機能を維持するために、各機関において、業務継続計画の策定が求

められる。 

 

緊急事態宣言  

特措法第32条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言のこと。新型インフル

エンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に

甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めるときに、同項の規定に

基づき、当該事態が発生した旨及び緊急事態措置を実施すべき期間、区域及びその内容

を公示すること。  

 

緊急事態措置  

特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置のこと。国民の生命及

び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするた

め、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法の規定により

実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないこ

とを要請することや、多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請すること等

が含まれる。  
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健康観察  

感染症法第44条の３第１項又は第２項の規定に基づき、都道府県知事又は保健所設置市

等の長が、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症

の患者に対し、健康状態について報告を求めること。  

 

サーベイランス 

見張り、監視制度という意味。疾患に関して様々な情報を収集して、状況を監視することを  

意味する。特に、感染症法に基づいて行われる感染症の発生状況（患者及び病原体）の把

握及び分析のことを示すこともある。 

 

住民接種  

特措法第27条の２の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく

重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため

緊急の必要があると認めるときに、対象者及び期間を定め、予防接種法第６条第３項の規

定に基づき実施する予防接種のこと。  

 

指定（地方）公共機関 

特措法第２条第７号に規定する指定公共機関及び同条第８号に規定する指定地方公共機

関。電気、ガス、鉄道等の社会インフラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定され

ている。 

 

新興感染症 

かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的あるいは国際的に、公衆衛

生上問題となる感染症。 

 

双方向のコミュニケーション  

地方公共団体、医療機関、事業者等を含む国民（県民）等が適切に判断・行動することがで

きるよう、国（県）による一方向の情報提供だけでなく、多様な手段を活用して情報の受取手

の反応や関心を把握・共有して行うコミュニケーション。  

 

特定接種 

特措法第28条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保

するため、国が緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。 

 

パンデミック 

 感染症の世界的大流行。 

特に新型インフルエンザのパンデミックは、ほとんどの人が新型インフルエンザのウイルスに

対する免疫を持っていないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、世界中で大きな流

行を起こすことを指す。 
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病原性 

新型インフルエンザ対策においては、ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重篤度として

用いることが多い。なお学術的には、病原体が宿主（ヒトなど）に感染して病気を起こさせる

能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、宿主防衛機構の抑制能などを総合した表現。 

 

フレイル  

身体性脆弱性のみならず精神・心理的脆弱性や社会的脆弱性等の多面的な問題を抱えや

すく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。  

 

まん延防止等重点措置  

特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置のこと。第31

条の８第１項の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域におい

て、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型イ

ンフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要

があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、国が公示した

期間において、当該区域を管轄する都道府県が講ずる措置。例えば、措置を講ずる必要が

あると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請すること等が含ま

れる。  

 

リスクコミュニケーション  

個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目

指す活動であり、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）

のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念。  

 

PDCA  

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）という一連のプロセスを繰り返し行うこ

とで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ。  

 

５類感染症  

感染症法第６条第６項に規定する感染症。新型コロナは、2023年5月8日に５類感染症に位

置付けられた。  
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Ⅱ 三股町新型インフルエンザ等対策本部条例 

 

三股町新型インフルエンザ等対策本部条例 

(平成 25 年 3 月 26 日条例第 1号) 

(目的) 

第 1 条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31

号。以下「法」という。)第 37 条において準用する法第 26 条の規定に基づき、三

股町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

(組織) 

第 2 条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事

務を総括する。 

2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補

佐し、本部の事務を整理し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受

け、本部の事務に従事する。 

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

5 前項の職員は、町の職員のうちから町長が任命する。 

(会議) 

第 3 条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に

応じ本部の会議を招集する。 

2 本部長は、法第 35 条第 4項の規定に基づき、町の職員以外の者を前項の会議に

出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができる。 

(部) 

第 4 条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。 

2 部に属する部員は、本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

(雑則) 

第 5 条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定め

る。 

附 則 

この条例は、法の施行の日から施行する。 
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Ⅲ 三股町新型インフルエンザ等対策本部規則 

 

三股町新型インフルエンザ等対策本部規則（案） 

(平成 25 年 3 月 26 日規則第 9 号) 

改正 平成 29 年 3 月 28 日規則第 3号 平成 31年 3月 28 日規則第 6号

令和 4 年 3 月 29 日規則第 6 号 令和 7 年 3 月 28 日規則第 6 号 

--年--月--日規則第--号 
 

第 1条 この規則は、三股町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成 25 年三股町

条例第 1 号。以下「条例」という。)第 5条の規定に基づき、必要な事項を定める

ものとする。 

第 2条 条例第 2条第 1項に規定する本部長は、町長をもって充てる。 

2 条例第 2条第 2 項に規定する副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。 

3 条例第 2条第 3 項に規定する本部員は、次の者をもって充てる。 

(1) 総務課長、企画商工課長、税務財政課長、町民保健課長、福祉課長、高齢者

支援課長、農業振興課長、都市整備課長、環境水道課長、会計課長、教育課長

及び議会事務局長 

(2) 消防団長 

第 3条 条例第 2条第 5項に規定する職員及び条例第 4条に規定する部について

は、別に定める。 

第 4条 新型インフルエンザ等対策本部の庶務は、町民保健課において処理する。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則(平成 29 年 3 月 28 日規則第 3号) 

この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 3 月 28 日規則第 6号) 

この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 4年 3月 29 日規則第 6号) 

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 7年 3月 28 日規則第 6号) 

この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

附 則(--年--月--日規則第--号) 

この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。 

 


